
入院者への事業周知

市町村担当者

○ 都道府県等は、市町村に対し、市町村長同意による医療保護入院者との面会時に当該事業を入院者に紹介
するよう依頼する。

○ 都道府県等は、精神科病院に対し、退院後生活環境相談員等から入院者に対して当該事業を紹介することや、
啓発資材の掲示等により入院者に常時当該事業の周知を図ることを依頼する 。

市町村

・ＨＰ等での広報

厚生労働省

・市町村に対し、市町村長同意の入院者への面会時に本事業を紹介するよう依頼する

・精神科病院に対し、入院者へ退院後生活環境相談員やその他の職員等から本事業を紹介することや、

啓発資材の掲示等により当該事業の周知を図るよう依頼する。

・市町村長同意後の入院者との面会時

にリーフレット等を用いて本事業

を紹介する

・退院後生活環境相談員の選任の挨拶時や

日々の支援の中でリーフレット等を用いて

本事業を紹介する

・本事業の紹介・周知のための院内掲示を行う

市町村長同意
入院患者等

退院後生活環境相談員等

精神科病院

都道府県等
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